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（訂正）「平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信」の一部訂正について 
 

平成 20 年 7 月 31 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信」について、一部訂正があり

ますので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には＿を付して表示しております。 

 

記 

 

【正誤表】 

○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（4 ページ） 

（訂正前） 

4.その他 

【略】 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５ 

日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく 

簿価切下げの方法）により算定しております。これにより営業利益が142百万円減少し、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

 

（訂正後） 

4.その他 

【略】 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５ 

日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく 

簿価切下げの方法）により算定しております。これにより営業利益が143百万円減少し、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 
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○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（7 ページ） 

 

○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（8 ページ） 
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○平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算短信（10 ページ） 

（訂正前） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

【略】 

（注）３．会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７ 

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「日本」 

で142百万円減少しております。 

 

 

（訂正後） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

【略】 

（注）３．会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７ 

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「日本」 

で143百万円減少しております。 

 

以   上 
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